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３．予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画）

（中期目標）

４ 財務内容の改善に関する事項

「２ 業務運営の効率化に関する事項」及び「３ 国民に対して提供するサービ

」 、スその他の業務の質の向上に関する事項 で定めた事項について配慮するとともに

中期目標期間中に計画される事業量等に基づき中期計画の予算を作成し、当該予算

による業務運営を行うこと。

（中期計画）

「１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」及び「２

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置」で定めた事項及び事業量等に基づいて中期計画の予算を作成し、

当該予算による業務運営を行う。

(1) 予算（人件費の見積りを含む） 「別表４」

[人件費の見積り］

中期目標期間中総額69,564百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、

休職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

、 、 （ （ ））なお 見積りを作成するにあたっては 給与改定率 ベア率及び昇級原資 率

及び消費者物価指数の伸率を、ともに０％と仮定して算出しているものである。

　　（単位：百万円）

877 445,048

1,225,276 建設事業関係経費 314,570

48,003 管理業務関係経費 129,898

2,746 その他業務経費 580

877

47,043

674,230

10,786

92,042

13,084

（注１）  業務等収入については、毎年度の予算編成において、交付金、補助金、

       なお、具体的な財源内訳については、各年度計画において明示する。

（注２） 各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
（注３） 借入金償還等は、業務等収入の構成により変わることがある。

　　　　ている。

合　　計合　　計

人件費

業務外経費

　　　　長期借入金等の適切な組み合わせが決定されることから、一括して計上し

区 分

受託経費

借入金償還等

一般管理費

平成１５年度～平成１９年度予算

施設整備費補助金

業務等収入

受託収入

業務経費

区 分 金 額
収 入 支 出

金 額

施設整備費

1,283,110

業務外収入

1,276,902
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(2) 収支計画 「別表５」

671,164

経 常 費 用 534,653

173,267

59,803

48,003

2,148

580

250,852

136,511

720,072

172,488

59,803

48,003

250,852

188,927

純利益 48,908

目的積立金取崩額 2,789

総利益 51,697

財 務 収 益

管 理 業 務 収 入

受 託 事 業 収 入

受 託 業 務 収 入

資 産 見 返 戻 入

     引 当 金 繰 入

     調 査 業 務 費

     減 価 償 却 費

財 務 費 用

区　　　　　　　　　　　　　別

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（単位：百万円）

平成１５年度～平成１９年度収支計画

費 用 の 部

収 益 の 部

金　　額

     管 理 業 務 費

     受 託 事 業 費

     受 託 業 務 費
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(3) 資金計画 「別表６」

（年度計画）

「１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」及び「２

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置」で定めた事項について配慮した予算を作成し、当該予算による業

務運営を行う。

(1) 予 算（人件費の見積りを含む） （別表－１のとおり）

[人件費の見積り]

当該年度計画期間中総額14,263百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、

休職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

業務活動による支出 776,016

369,329

173,639

48,003

185,046

投資活動による支出 877

877

財務活動による支出 505,697

283,207

222,490

次期中期目標の期間への繰越金 13,121

業務・財務活動による収入 1,275,505

投資活動による収入 877

877

前期よりの繰越金 19,329

（注１）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（注２）前期よりの繰越金は、水資源開発公団からのものを示す。

   施設整備費補助金による収入

   債券の償還による支出

   その他の業務支出

   有形固定資産等の取得による支出

   借入金の返済による支出

資 金 収 入

区　　　　　　　　　別 金　　額

（単位：百万円）

平成１５年度～平成１９年度資金計画

資 金 支 出

   建設費支出

   管理業務支出

   受託業務支出
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(2) 収支計画 （別表－２のとおり）

(3) 資金計画 （別表－３のとおり）

（年度計画における目標設定の考え方）

予算、収支計画及び資金計画について別表－１～３のとおり計画し、これを適正に実施することと

した。

（平成１９年度における取組）

予算、収支計画及び資金計画■

以下のとおり、計画的に執行した。

（１）予算 （別表－１のとおり）

（２）収支計画 （別表－２のとおり）

（３）資金計画 （別表－３のとおり）

（単位：百万円）（別表－１ 収入）

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

政府交付金等の減は、業務経費及び受託経費の繰越による財源収入等の減によ※①

るものである。

業務収入の増は、割賦負担金の繰上償還等の増によるものである。※②

業務外収入の増は、水力発電の売電収入等の増によるものである。※③

前年度繰越額 予 算 額 計 決 算 額 差 額 備 考

0 0 0 0 0

4,077 43,980 48,057 45,399 △ 2,658 ※①

4,781 18,232 23,013 17,468 △ 5,545 ※①

3,700 22,300 26,000 21,600 △ 4,400 ※①

0 111 111 13 △ 98

0 15,000 15,000 15,000 0

1,812 147,592 149,404 151,669 2,264 ※②

91 1,662 1,753 1,605 △ 148 ※①

0 809 809 1,782 973 ※③

14,462 249,686 264,148 254,536 △ 9,612合 計

業 務 収 入

受 託 収 入

業 務 外 収 入

政 府 交 付 金

その他の国庫補助金

財政融資資金借入金

民 間 資 金 借 入 金

水 資 源 債 券

区 分

施設整備費補助金
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（単位：百万円）（別表－１ 支出）

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

ダム等建設事業８事業及び用地先行取得並びに用水路等建設事業５事業につい※①

て的確な進捗を図った。

なお、一部経費について繰越をしている。

管理業務３０業務について的確な施設の管理を実施した。※②

また、災害復旧事業について早明浦ダムの復旧工事を的確に実施した。

なお、一部経費について繰越をしている。

国等からの委託に基づき５８業務を実施した。※③

一部経費について繰越をしている。なお、

※④ 支払利息は、借入利率の変動に伴い減少したものである。

※⑤ 人件費は、退職者が予定より少なかったことにより減少したものである。

※ 収入と支出の決算額の開差の主な要因は、業務外経費（納付消費税）等が増額

になったためである。

（単位：百万円）〈参考〉

［人件費の見積り］

当該年度計画期間中総額 １３，６６５百万円を支出し、５９８百万円の減（計画

１４，２６３百万円）とした。

前年度繰越額 予 算 額 計 決 算 額 差 額 備 考

15,273 80,009 95,282 79,667 △ 15,615

15,111 51,376 66,487 51,958 △ 14,529 ※①

0 28,573 28,573 27,592 △ 981 ※②

162 60 222 117 △ 105

16 304 320 292 △ 28

738 1,625 2,364 1,968 △ 396 ※③

0 120,964 120,964 120,964 △ 0

0 30,690 30,690 29,899 △ 791 ※④

0 2,664 2,664 2,149 △ 515

0 18,870 18,870 17,126 △ 1,744 ※⑤

0 5,362 5,362 4,200 △ 1,162

合 計 16,028 260,489 276,516 256,265 △ 20,251

一 般 管 理 費

人 件 費

業 務 外 経 費

区 分

建設事業関係経費

業 務 経 費

管理業務関係経費

その他業務経費

施 設 整 備 費

受 託 経 費

借 入 金 等 償 還

支 払 利 息

収 入

支 出

差 額

256,265

△ 1,729

決 算 額

254,536
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なお、人件費の見積り額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当、休職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

（単位：百万円）（別表－２ 収支計画）

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

管理業務費及び管理業務収入の減は、管理業務における事業用固定資産の取得※①

増による費用の計上減及びそれに対応する収益の計上減等によるものである。

受託業務費及び受託業務収入の減は、未完成受託業務に係る執行額及びそれに※②

対応する収入額の未計上等によるものである。

建設事業費及び建設仮勘定見返補助金等戻入の減は、長期前払消費税等を費用※③

計上しなかったことによるものである。

引当金繰入の増は、退職給付債務の増及び厚生年金基金の年金資産の減による※④

ものである。

減価償却費及び資産見返戻入の減は、事業用固定資産の確定に伴う実績減によ※⑤

るものである。

過年度減価償却費等修正損及び過年度資産見返補助金等戻入修正損の費用計上※⑥

並びに過年度減価償却費等修正益及び過年度資産見返補助金等戻入修正益の収益計

計画額 実績額 差額

193,570 159,267 △ 34,304

経常費用 168,971 114,150 △ 54,820

　管理業務費 34,218 31,874 △ 2,344 ※①

　受託業務費 51,083 1,907 △ 49,177 ※②

　建設事業費 10,130 4,698 △ 5,431 ※③

　引当金繰入 1,717 5,344 3,627 ※④

　調査業務費 57 112 54

　減価償却費 70,081 69,222 △ 859 ※⑤

　一般管理費 1,685 994 △ 691

財務費用 24,600 24,421 △ 178

過年度減価償却費等修正損 － 10,563 10,563 ※⑥

過年度資産見返補助金等戻入修正損 － 10,132 10,132 ※⑥

収益の部 200,628 163,730 △ 36,898

管理業務収入 34,074 31,759 △ 2,315 ※①

受託業務収入 51,083 1,945 △ 49,138 ※②

資産見返戻入 70,068 69,200 △ 868 ※⑤

財務収益 35,273 35,319 46

建設仮勘定見返補助金等戻入 10,130 4,698 △ 5,431 ※③

雑益 － 113 113

過年度減価償却費等修正益 － 10,132 10,132 ※⑥

過年度資産見返補助金等戻入修正益 － 10,563 10,563 ※⑥

7,057 4,463 △ 2,594

147 363 216 ※⑦

7,204 4,826 △ 2,378総利益

区 分

費用の部

純利益

目的積立金取崩額
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上は、今年度以前の事業用固定資産の価額を適正な価額となるように修正したこと

によるものである。

目的積立金取崩額の増は、目的積立金を財源とする引当金繰入の増によるもの※⑦

である。

（単位：百万円）（別表－３ 資金計画）

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

「建設費支出」及び「政府交付金収入」の増は、前年度からの繰越等による支※①

出の増及びそれに対応する収入の増によるものである。

「有価証券の取得による支出」及び「有価証券の償還・売却による収入」は、※②

愛知・豊川用水事業特別勘定において発生したものである。

「借入金の返済による支出」及び「借入れによる収入」の増は、短期借入金の借③

入・返済のための増である。

「 」 、 。※④ 受益者負担金収入 の増は 割賦負担金の繰上償還を受け入れたものである

業務活動による支出 139,057      133,553      △ 5,504

建設費支出 51,376       54,703       3,327 ※①

管理業務支出 28,573       24,561       △ 4,012

受託業務支出 1,625        1,521        △ 104

人件費支出 18,870       16,779       △ 2,091

その他の業務支出 38,613       35,989       △ 2,624

投資活動による支出 304          644          340

有価証券の取得による支出 -            298          298 ※②

有形固定資産等の取得による支出 304          345          42

財務活動による支出 120,961      123,661      2,700

借入金の返済による支出 64,791       67,491       2,700 ※③

債券の償還による支出 56,170       56,170       0

その他の支出 -            -            0

翌年度への繰越金 15,251       36,654       21,403

 

業務活動による収入 212,109      218,356      6,247

政府交付金収入 43,980       45,112       1,132 ※①

国庫補助金収入 18,232       17,376       △ 856

受益者負担金収入 112,299      116,804      4,505 ※④

受託業務収入 1,662        2,322        660

その他の収入 35,936       36,742       806

投資活動による収入 -            554          554

有価証券の償還による収入 -            550          550 ※②

敷金・保証金の返戻による収入 -            4            4

財務活動による収入 37,411       39,281       1,870

借入れによる収入 22,411       24,313       1,902 ※③

債券の発行による収入 15,000       14,968       △ 32

前期よりの繰越金 26,053       36,320       10,267

差　額計画額

資 金 支 出

資 金 収 入

区　　　　　　　　　別 実績額
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中期目標等における目標の達成状況

用地交渉の難航等による予算の繰越はあるものの、引き続き事業の円滑な進捗に

向けて計画的な事業執行に鋭意努力しており、中期計画に掲げる予算、収支計画及

び資金計画については、本中期目標期間中、着実にその目的を達成できたものと考

えている。
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４．短期借入金の限度額

（中期目標）

４ 財務内容の改善に関する事項

「２ 業務運営の効率化に関する事項」及び「３ 国民に対して提供するサービ

」 、スその他の業務の質の向上に関する事項 で定めた事項について配慮するとともに

中期目標期間中に計画される事業量等に基づき中期計画の予算を作成し、当該予算

による業務運営を行うこと。

（中期計画）

一時的な資金不足に対応するための短期借入金の限度額は、単年度３００億円と

する。

（年度計画）

一時的な資金不足に対応するための短期借入金の限度額は、３００億円とする。

（年度計画における目標設定の考え方）

一時的な資金不足に対応するための短期借入金の限度額については、中期計画に定めた額と同様に

３００億円とした。

（平成１９年度における取組）

短期借入金■

、 。短期借入金については 一時的な資金不足に充てるために２７億円を借り入れた

（単位：億円）月別調達額

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

- - - - 27 - - - - - - -借入額

- - - - - 27 - - - - - -返済額

- - - - 27 - - - - - - -残 額

中期目標等における目標の達成状況

本中期目標期間中、中期計画に掲げる短期借入金の限度額の範囲内で借入を行い

つつ、資金の効率的な運用に努め、目標を達成した。
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５．重要な財産の処分等に関する計画

（中期目標）

４ 財務内容の改善に関する事項

「２ 業務運営の効率化に関する事項」及び「３ 国民に対して提供するサービ

」 、スその他の業務の質の向上に関する事項 で定めた事項について配慮するとともに

中期目標期間中に計画される事業量等に基づき中期計画の予算を作成し、当該予算

による業務運営を行うこと。

（中期計画）

戸倉ダム建設事業において取得し所有している財産について、適切に処理するよ

う検討し、調整を進める。

（年度計画）

平成18年11月に廃止した戸倉ダム建設事業において取得し所有している財産につ

いて、適切に処理するよう調整を進める。

（年度計画における目標設定の考え方）

廃止が決定された戸倉ダム建設事業で取得し所有している財産（事業用地）について、平成18年度

において、適切な処理に向けて調整を進めていくこととした。

（平成１９年度における取組）

１１月１０日に国土交通大臣より事業実施計画の廃止の認可を受けた戸倉ダム建設

事業にて取得した事業用地（５４．３ｈａ）については、地元が要望する隣接土地所

有者の山林維持管理等への配慮、土地利用の法的制限、補助金返還の必要性等を考慮

し、公的機関への有償譲渡に向けた検討・調整を行った。

平成２０年度においても、引き続き上記用地の適正な処分に向けて取り組んでいく

こととしている。

一方、平成１９年度期中に入り、当初処分計画にはなかった池田総合管理所が国土

交通省吉野川統合管理事務所と共有する土地の処分、及び本社が所有する東京都港区

に所有する氷川分室をさいたま市内の土地と交換処分する案件が発生し、独立行政法

人通則法第４８条の手続を行い、それぞれ当該用地の財産処分（交換）を行った。

池田総合管理所については、水系における一元管理の状況から保有する宿舎の一部

について持分（８９．６８％）を保有しているが、当該関係宿舎は平成１７年度の耐

震検査において耐震基準を満たさず倒壊の危険が見込まれることから国土交通省吉野

川統合管理事務所は廃止及び処分することとしたため、その使用状況から機構も同意

した。

氷川分室については東京都港区赤坂に所在する施設であるが、本社移転までは、打

合せ等施設として使用し、移転後も当初は都内の会議等の施設として使用してきた。

しかし、近年、老朽化していることに加え、使用頻度も減少し維持修繕費も増加する
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ことから処分することとなった。また、そのような状況の中、逆に現在の本社近傍の

宿舎が不足することから宿舎用地として、氷川分室の土地と、さいたま市内の土地と

の交換を行ったものである。

当該財産処分等に係る法手続の経過は次のとおりである。

平成１９年 １１月３０日 機構から国土交通大臣へ当該財産処分等の認可申請

平成２０年 ３月２８日 国土交通大臣から認可

なお、豊川用水施設の支線水路の一部について、県営かんがい排水事業で改築され

た結果、無償で取得したこととなる部分を固定資産の価格に計上する必要があるとの

意見が、１１月に会計検査院から国会報告された。

また、機構では全固定資産の価格についての総点検を実施し、平成１９年度財務諸

表に適正に反映した。

中期目標等における目標の達成状況

戸倉ダム建設事業にて取得した事業用地を適切に処理するため、公的機関への有

償譲渡に向け検討・調整を進めてきており、引き続き事業用地の適正な処分に向け

て取り組んでいくこととしている。また、中期計画に予定されていなかった機構財

産処分のうち、重要な財産に該当するものについては、独立行政法人通則法第４８

条の規定に基づく手続を適正に行った上で処分を行った。
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６．剰余金の使途

（中期目標）

４ 財務内容の改善に関する事項

「２ 業務運営の効率化に関する事項」及び「３ 国民に対して提供するサービ

」 、スその他の業務の質の向上に関する事項 で定めた事項について配慮するとともに

中期目標期間中に計画される事業量等に基づき中期計画の予算を作成し、当該予算

による業務運営を行うこと。

（中期計画）

剰余金の使途については、次のとおりとする。

(1) 一般積立金

割賦負担金に対応する長期借入金又は水資源開発債券の借換の際の金利変動等

に備えるための積立金

(2) その他積立金

新築及び改築事業並びに管理業務等に係る国民及び利水者の負担の軽減を図る

ための機構の経営基盤の強化及び利水者、地域住民等へのサービスの向上に資す

る業務

（年度計画）

剰余金の使途については、次のとおりとする。

(1) 一般積立金

割賦負担金に対応する長期借入金又は水資源開発債券の借換の際の金利変動等

に備えるための積立金

(2) その他積立金

新築及び改築事業並びに管理業務等に係る国民及び利水者の負担の軽減を図る

ための機構の経営基盤の強化並びに利水者、地域住民等へのサービスの向上に資

する業務

（年度計画における目標設定の考え方）

剰余金の使途を、一般積立金とその他積立金に区分することとした。

（平成１９年度における取組）

剰余金の使途■

平成１９年度は、平成１８年度の当期未処分利益（約８２億円）を一般積立金とし

て整理し、割賦負担金に対応する長期借入金又は水資源開発債券の借換の際の金利変

動等に備えた。

財政融資資金借入金や水資源債券の償還と割賦負担なお、機構の利益剰余金は、主に

金制度における利水者負担金の償還の条件差により生じる借換が、低金利で行われたため

。に発生したものである
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中期目標等における目標の達成状況

剰余金の使途については、毎年度利益が生じた場合、一般積立金又はその他積立

金に区分して整理し、割賦負担金に対応する長期借入金又は水資源開発債券の借換

の際の金利変動等に備えるための積立金や、新築及び改築事業並びに管理業務等に

係る国民及び利水者の負担の軽減を図るための機構の経営基盤の強化及び利水者、

地域住民等へのサービスの向上に資する業務に充当することとなっているが、本中

期目標期間においてはその全額を一般積立金として整理した。

これにより、中期計画に掲げる剰余金の使途については、本中期目標期間中、着

実に目標を達成できたものと考えている。
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７．その他業務運営に関する重要事項

（１）施設・設備に関する計画

（中期目標）

本社・支社等に係る宿舎、研修施設又は実験設備等については、所要の機能を長

期間発揮し得るよう、的確な維持管理に努めるとともに計画的な整備・更新を行う

こと。

（中期計画）

中期目標期間中に実施する主な本社、支社及び局等に係る宿舎、研修施設又は実

験設備等に係る整備・更新及び改修は、次のとおりとする。

内 容 予定（百万円） 財 源

情報機器更新 ７０

施設整備費補助金

試験研究機器更新 ５７ ・承継積立金等

宿舎等更新 ８７２

特別分譲住宅割賦金 １７７

（年度計画）

当該年度計画期間中における、本社、支社 局等に係る宿舎、研修施設又は実験、

設備等に係る整備・更新及び改修は、次のとおりとする。

（年度計画における目標設定の考え方）

中期目標・中期計画に基づき、施設整備・更新及び改修を行うこととした。

（平成１９年度における取組）

施設・設備に関する計画■

平成１９年度に実施した施設整備・更新及び改修で主なものは以下のとおりであ

る。

内　　　容 機　器　等 予定（百万円）

情報機器更新 経理システムサーバー更新 17

宿舎等更新 独身寮新築工事 238

合　　　計 255
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（１）情報機器更新（約１８百万円 （写真－１））

経理システムサーバー購入（１４，６４７，５００円）

現行サーバーの老朽化が著しく今後の経理システムの拡張等に

対応できないため、機器更新を実施した。

写真－１（２）宿舎等更新（約２５３百万円）

独身寮新築工事

平成１８年度に引き続き、本社独身寮の新築工事等の整備を実施した。

・所在地 埼玉県さいたま市北区盆栽町地内

・契約金額 ２７１，３７２，５００円

（うち平成１９年度支出金額 ２３０，７７２，５００円）

・工事概要 鉄筋コンクリート造 ４階建

独身寮２０室 単身寮１６室

（３）試験研究機器更新（約２０百万円）

① 振動締固め装置等分解整備業務（５，８４８，７５０円 （写真－２））

振動締固め装置において本体を分解してシリンダーの制

御、ピストンヘッドの調整等の機械制御の箇所、油圧系統

について整備を実施し、必要な性能と精度の確保を行った。

写真－２

② 標準型全自動圧密試験装置製作据付（８，３４７，５００円 （写真－３））

地盤上に構造物や盛土など荷重が加わった場

合、圧密により地盤沈下が生じることがある。こ

の地盤の圧密特性を求める圧密試験を行うための

試験装置の製作据付を行った。

写真－３
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中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度も、引き続き中期計画に基づき施設・設備の整備・更新及び改修を

行い、適切な維持管理に努めてきており、中期計画に掲げる施設・整備に関する計

画については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えている。
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（２）人事に関する計画

①人事配置の再編

（中期目標）

人員の適正配置により業務運営の効率化を図ること。

（中期計画）

最盛期を迎える事業にあっては、重点的な人員配置を行う。

また、経営企画・環境・広報等の多角的な対応が求められる業務については、機

動的な組織運営を確保するため、事務系職員と技術系職員が一体となって業務の推

進が図れる人事配置とする。

（年度計画）

豊川用水二期事業及び大山ダム建設事業などの最盛期にある事業にあっては、重

点的な人員配置を行うとともに、経営企画・環境・広報等の多角的な対応が求めら

れる業務については、機動的な組織運営を確保するため、引き続き事務系職員と技

術系職員が一体となって業務の推進を図ることが可能な人事配置とする。

また、地域の情報に長け、地域に密着した人材を確保するため、引き続き地域勤

務型制度の定着及び推進を図る。

さらに、平成19年度からは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年

法律第68号 」に基づく継続雇用制度の本格運用を開始する。）

（年度計画における目標設定の考え方）

最盛期の事業に優先的に人員配置を、また、技術の向上等を図る総合技術推進室に人員を重点配置

することより事業の進捗等を図ることとした。

さらに、業務が多様化し、多角的な対応が求められる業務に対しては、機動的に対応できる業務執

行体制を執り、業務の推進を図ることとした。

（平成１９年度における取組）

人事配置の再編■

１．重点的な人員配置

最盛期にある豊川用水二期事業及び大山ダム建設事業に重点的な人事配置を行い、

事業の計画的な進捗を図った。

２．事務系・技術系職員の一体的人事配置

、 、事務系及び技術系職員が一体となって業務推進を図る体制を執るため 経営企画部

環境室及び総務部広報課に事務系及び技術系職員を配置した。

３．地域勤務型制度について

地域の情報に長け、また、地域に密着した人材を確保するため、一つの地域ブロッ
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ク内でのみ人事異動を行う地域勤務型の制度の運用を行っている（※平成１９年度末

の適用人数 約７０名 。また、制度の充実を検討するため、職員に対してアンケート）

調査を実施した。

４．継続雇用制度について

平成１８年度において 「高年齢者等の雇用の安定化等に関する法律」に基づき「シ、

ニア・スタッフの就業等に関する規則」を定めるとともに、国に先駆け、平成１９年

度より継続雇用制度の本格運用を行うにあたり、シニア人材活用室を設置して制度の

整備・確立を図るとともに、１９年度においては継続雇用者１１名を採用して、機構

の業務運営の効率化に努めた。

中期目標等における目標の達成状況

事業等を適切に実施していくため、平成１９年度も引き続き、最盛期を迎えた事

業所等（大山、豊川用水二期事業）に重点的な人員配置を行うとともに、業務が集

中する特定の期間にその業務に対応できる職員を一時的に配置する弾力的・効果的

な人事配置を行い、業務運営の効率化を図った。また、事務系及び技術系職員の一

体的人事配置、地域勤務型制度についても継続して実施しており、中期計画に掲げ

る人事配置の再編については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと

考えている。
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（２）人事に関する計画

②定員の削減

（中期目標）

人員の適正配置により業務運営の効率化を図ること。

（中期計画）

効率的組織整備や業務運営を図ること等により、定員の削減を図る。

特殊法人時の最終年度（平成14年度）期首における定員 1,894人

（ ） （ ）中期目標期間の最終年度 平成19年度 期末における定員 1,579人 △315人

（年度計画）

効率的組織整備や業務運営を図ること等により、定員の削減を図る。

平成１８年度末における定員 1,632人

当該年度計画期末における定員 1,579人（△53人）

（年度計画における目標設定の考え方）

経営の一層の合理化・効率化に努めることにより、総体として定員を削減していくこととし、平成

19年度期末における定員を1,579人とした。

（平成１９年度における取組）

定員の削減■

平成１９年度期末における定員については、中部支社の経理業務の見直し、第一設

計課、第二設計課の業務の見直しなど業務・組織の合理化を進めることにより、平成

， 、 。１８年度末定員より５３名減の１ ５７９人とし 年度計画における目標を達成した

中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度も経営の一層の合理化・効率化に努めたことにより、平成１９年度

期末の定員は１，５７９人と、中期計画に掲げる定員の削減目標（１，５７９人）

を達成した。
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（３）積立金の使途

（中期目標）

公団から承継した積立金の使途への充当にあたっては、機構の財政基盤の保全・

強化を図るとともに、国民及び利水者の負担の軽減に努めること。

（中期計画）

公団から承継した積立金の使途については、次のとおりとする。

① 一般積立金

一般勘定においては割賦負担金に対応する長期借入金又は水資源開発債券の借

換の際の金利変動等に備えるための積立金

愛知用水事業特別勘定及び豊川用水事業特別勘定においては発生する利息を管

理業務費へ充当するための原資としての積立金

② 目的積立金

新築及び改築事業並びに管理業務等に係る国民及び利水者の負担の軽減を図る

ための機構の経営基盤の強化及び利水者、地域住民等へのサービスの向上に資す

る業務

（年度計画）

水資源開発公団から承継した積立金の使途については、次のとおりとする。

① 一般積立金

一般勘定においては、割賦負担金に対応する長期借入金又は水資源開発債券の

借換の際の金利変動等に備えるための積立金

愛知用水事業特別勘定及び豊川用水事業特別勘定においては、発生する利息を

管理業務費へ充当するための原資としての積立金

② 目的積立金

新築及び改築事業並びに管理業務等に係る国民及び利水者の負担の軽減を図る

ための機構の経営基盤の強化並びに利水者、地域住民等へのサービスの向上に資

する業務に対し、経営戦略強化積立金（６０百万円を予定）を充当する。

（年度計画における目標設定の考え方）

一般積立金については、機構法附則第２条第９項の規定により公団から承継した積立金の額から、

次に示す目的積立金の額を控除した額を計上した。

目的積立金については、機構法施行令附則第３条の規定により国土交通大臣の承認を受けた承継積

立金の処分金額のうち、平成１７年度分として年割りした額を計上した。

（平成１９年度における取組）

積立金の使途■

一般積立金については、平成 年度の損益計算において損失は生じなかったこと１９

から、平成 年度期末における積立金約 億円から約 億円となった。１８ ８５４ ９３６
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１．一般積立金

一般積立金については、一般勘定における金利変動等に備えるための積立金の確保

並びに愛知用水及び豊川用水事業特別勘定において発生した利息を管理業務費に充当

するなど、機構の財務基盤の強化を図った。

なお、管理業務費に充当した利息の額は、愛知用水及び豊川用水事業特別勘定で約

、 。１１５百万円となっており それぞれの管理業務に係る利水者等の負担軽減を図った

２．目的積立金

目的積立金（約３．７７億円）については利水者及び国民の負担軽減のため、以下

のとおり充当した。

○退職給付引当金負担軽減積立金：約２５１百万円

退職給付引当金繰入に充当した。

○施設整備積立金：約１４百万円

経理システムのサーバー更新のための費用に充当した。

○経営戦略強化積立金：約１１２百万円

機構の経営基盤の強化及び利水者、地域住民等へのサービスの向上に資するた

め、ダムの長寿命化と機能向上、クリーンエネルギーの有効活用、ダム・堰等の

耐震性能照査、貯水池等の水質対策技術に関する調査研究、水バック等による水

輸送試験、トンネルの機能診断システムの開発等の費用に充当した。

中期目標等における目標の達成状況

水資源開発公団から承継した積立金のうち、一般積立金については機構の財政基

盤の保全・強化を図り、目的積立金については国民及び利水者の負担の軽減に資す

るべく国土交通大臣から承認を受けた業務の財源に充当したことから、中期計画に

掲げる積立金の使途については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたもの

と考えている。
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（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項

①利水者負担金に関する事項

（中期目標）

建設負担金を前払いする方式が可能な限り活用されるよう努めること。

（中期計画）

前払い方式の活用を最大限図ることとし、これを希望する利水者の要請には基本

的に応じる。さらに、前払い方式と従来方式による負担額等に関する積極的な情報

提供を行い、利水者の適切な判断に資する。

（年度計画）

前払い方式の活用を最大限図ることとし、これを希望する利水者の要請には基本

的に応じる。さらに、前払い方式を活用していない利水者については、継続して前

払い方式と従来方式による負担額等に関する積極的な情報提供を行い、利水者の適

切な判断に資する。

、 、 、また 利水者等に負担を求めている一般管理費について 平成18年度に引き続き

その負担のあり方について検討を行い関係者との調整を行う。

（年度計画における目標設定の考え方）

前払い方式を活用していない利水者に対して説明会等を行い、前払い方式と従来方式による負担額

等に関する積極的な情報提供を行い、利水者の適切な判断に資することとした。

（平成１９年度における取組）

■前払い方式の活用と積極的な情報提供

継続中の事業において 次年度予算要求内容に関する説明時などに 前払い方式 当、 、 （

該年度支払及び一時支払）と従来方式（割賦償還方式）による負担額等に関する制度

の情報提供を行うとともに、具体的な償還額等については要請に応じて試算を行い情

報を提供できる旨説明を行っている。

平成１９年度においては、平成１８年度までに引き続いて１３者(５事業）が前払

い方式を継続している。

また、５者（１事業）について、前払い方式への移行手続きや制度の仕組みに関す

る個別説明及び資料提供を実施した結果 前払い方式を活、平成１９年度より新たに、

用することとなった。

■その他利水者負担金に関する事項

・繰上償還の受入について

建設費割賦負担金の繰上償還については、平成１８年度（約２１９億円）に引き続

き、総額で約２０２億円を受け入れた。

繰上償還の受入については、今後も利水者の要望と機構の財務状況への影響を勘案

しつつ、柔軟に対応していくこととしている。
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中期目標等における目標の達成状況

前払い方式を活用していない利水者（費用負担者）に対して引き続き説明会等

を通じて、積極的な情報提供を行っており、また平成１９年度において、繰上償

還として約２０２億円を受け入れており、中期計画に掲げる利水者負担金に関す

る事項については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えてい

る。
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（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項

②中期目標期間を超える債務負担

（中期目標）

中期目標期間を超える債務負担

（中期計画）

中期目標期間中の事業を効率的に実施するために、次期中期目標期間にわたって

契約を行うことがある。

（年度計画）

当該事業年度には、次期中期目標期間にわたって契約を行う事項等は次のとおりであ

る。

（単位：百万円）

事 項 限 度 額 年 限 備 考

ダム等事業 ２２，０４４ ６事業年度内

用水路等事業 １７，６１９ ３事業年度内

施設管理 １，７７７ ２事業年度内

（年度計画における目標設定の考え方）

次期中期目標期間にわたって契約を行う予定の事項等を計上することとした。

（平成１９年度における取組）

中期目標期間を超える債務負担■

事業の進捗状況から次期中期目標期間にわたって契約を行う大山ダム建設事業等の

ダム等事業及び豊川用水二期事業等の用水路等事業に係る工事、管理施設の更新等に

より次期中期目標期間にわたって契約を福岡導水等の施設管理に係る工事（１０７件

：表－１参照）の債務負担を、年度計画に計上された債務負担限度額（４１，４４０

百万円）の範囲内（約３２，５８５百万円）で行った。
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表－１ 対象工事一覧

事業名 件名
債務負担額
（百万円）

工期

H20.3.13～
H20.9.8

H20.3.28～
H21.2.10

H20.3.13～
H20.8.29

H20.3.8～
H21.3.12

H20.3.8～
H21.2.20

H20.3.29～
H21.2.21

H19.4.21～
H25.3.19

H20.3.20～
H22.11.14

H19.3.13～
H20.11.1

H19.3.24～
H21.6.10

H19.3.24～
H20.8.24

H19.10.2～
H20.5.8

H20.3.13～
H20.11.7

H20.3.19～
H21.1.12

H19.9.6～
H20.4.12

H19.12.5～
H20.6.1

H19.3.7～
H21.3.15

H19.10.2～
H20.9.15

H19.10.19～
H20.5.25

H20.3.4～
H20.8.30

H20.3.13～
H20.7.10

H19.12.1～
H20.5.31

H20.2.8～
H20.5.12

H18.3.16～
H21.3.31

H19.5.22～
H21.3.31

H19.8.3～
H20.5.28

H19.8.2～
H20.6.26

約１０４

約１１５

約６７

約２２

約４３１

約１，０８９

約１７１

約６６

約２３

約４６

約５３

約２９２

約１２１

約６３

約７

約１１

約７７

約６１

約３１

約５５

約２６

約１５１

約１２９

約１３０

約１６，４２９

約１，０４０

約１

群馬用水施設緊急改築金敷平・車川サイホン併設水路工事（変更）

群馬用水施設緊急改築東明屋サイホン他併設水路工事

利根川サイホン上流部既設管補強工事

利根川サイホン下流部既設管補強工事

印旛機場監視設備工事

大和田機場耐震補強工事

花見川放流警報局増設外工事

印旛機場左岸場内整備工事

菩提寺地区集団移転地造成工事

酒直機場ポンプ設備改修工事（変更）

大和田機場除塵設備改築工事

印旛機場二次スクリーン設置工事

付替県道第１７工区（その１）工事

付替県道第１８工区（その１）工事

付替林道竹の迫右岸工区工事

小石原川ダム建設事務所新築工事

大山ダム選択取水設備工事

付替県道駄床橋下部工他工事（変更）

付替県道第１４工区他工事（変更）

付替林道竹の迫橋他工事（変更）

県道上久我都賀栃木線室瀬工区改良工事

県道上久我都賀栃木線室瀬橋改良工事

付替県道杓子沢工区河川切替工事

付替市道第２工区（その１）工事

付替市道第２工区（その２）工事

付替県道青美線第３工区（その４）工事

大山ダム建設工事

印旛沼開発施設緊
急改築事業

群馬用水施設緊急
改築事業

思川開発事業

川上ダム建設事業

大山ダム建設事業

小石原川ダム建設
事業
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事業名 件名
債務負担額
（百万円）

工期

H19.11.15～
H20.5.22

H19.11.15～
H20.5.22

H20.1.24～
H20.6.1

H20.2.15～
H21.2.28

H20.2.19～
H20.6.17

H19.3.20～
H20.6.1

H20.2.29～
H20.5.31

H19.9.12～
H20.4.28

H20.3.25～
H21.6.17

H20.3.25～
H21.6.17

H20.3.6～
H20.6.13

H16.3.12～
H20.7.18

H17.8.26～
H21.2.25

H18.3.21～
H20.8.21

H18.3.25～
H21.3.31

H18.3.23～
H20.10.17

H18.9.26～
H20.8.25

H18.9.26～
H20.9.14

H18.11.7～
H20.6.18

H19.3.9～
H20.12.17

H19.3.21～
H20.11.9

H19.3.21～
H21.3.19

H19.5.24～
H21.3.31

H20.3.18～
H22.12.22

H20.3.18～
H23.1.11

H20.3.25～
H21.3.9

H19.8.7～
H20.11.28

群馬用水施設緊急
改築事業

豊川用水二期事業

大久保暗渠・大久保第１サイホン既設管補強工事

山上第２暗渠他既設管補強工事

綾戸取水口上屋改築工事

東部３号支線急傾斜部改築工事

揚水機場予備発電設備工事

東部３号支線荒砥川サイホン軽量スラスト防護工事

吾妻川サイホン管理用道路工事

東部３号支線荒砥川下流部改築工事

東部３号支線荒砥川サイホン改築工事（変更）

東部３号支線上流部改築工事

豊川用水二期西部幹線併設水路新宮工区工事（変更）

豊川用水二期西部幹線併設水路有海工区工事（変更）

豊川用水二期西部幹線併設水路川路工区工事（変更）

車川サイホン管理用道路工事

豊川用水二期西部幹線併設水路稲木工区工事（変更）

豊川用水二期西部幹線併設水路山村工区工事（変更）

豊川用水二期西部幹線併設水路上平井工区工事（変更）

豊川用水二期西部幹線併設水路片山工区工事（変更）

豊川用水二期西部幹線併設水路弥栄小牧工区工事（変更）

豊川用水二期東部幹線併設水路鳥原工区工事（変更）

豊川用水二期東部幹線併設水路嵩山長彦工区工事（変更）

豊川用水二期西部幹線併設水路東郷工区工事

豊川用水二期牟呂幹線水路神田川工区工事（変更）

豊川用水二期東部幹線併設水路大原工区工事

豊川用水二期東部幹線併設水路萩平工区工事

豊川用水二期牟呂松原幹線水路水管理制御処理設備工事

豊川用水二期東部幹線併設水路嵩山分合流工工事

約１８５

約１６１

約３８

約１５８

約１８

約１

約１

約７６

約１２９

約１５２

約９

約２９

約６

約９

約３３９

約２１４

約３８７

約２９５

約５２

約２

約５１

約１，６０６

約１，０９７

約１，１３７

約１

約１６７

約２３５
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事業名 件名
債務負担額
（百万円）

工期

H19.8.17～
H20.7.1

H19.8.17～
H20.7.1

H19.9.4～
H20.11.16

H19.10.5～
H20.4.1

H19.11.3～
H20.7.9

H20.3.6～
H21.2.18

H20.3.14～
H21.2.26

H20.3.25～
H20.10.30

H20.3.25～
H21.3.19

H20.3.26～
H21.3.25

H16.8.10～
H21.2.14

H19.10.30～
H20.7.5

H19.12.19～
H20.11.30

H20.3.12～
H20.11.6

H20.3.18～
H20.9.13

H20.3.19～
H20.6.16

H20.3.22～
H20.7.31

H20.3.22～
H20.7.31

H20.3.26～
H20.7.3

H20.3.26～
H20.8.31

H20.3.26～
H20.11.30

H19.10.2～
H20.6.27

H18.3.1～
H21.3.19

H19.11.30～
H20.5.22

H19.11.9～
H20.6.5

H19.12.4～
H20.4.26

H20.1.8～
H20.5.31

約１４１

約４

約１８２

約１５１

約１９２

約１１

約１８

約１９

約１２９

約２１

約８

約５

約１０

約４９４

約５６

約７５

約２９

約９８

約９２

約２２６

約３２

約２１４

約１８３

約３２８

約２６３

約２２８

約１４５

両筑二期弥永トンネル他改築工事

両筑二期三輪立石幹線水路依井工区改築その１工事

両筑二期立石３号支線水路野町原地蔵工区改築工事

水管理制御処理設備改造工事

両筑二期畑島第１・第２トンネル改築工事

両筑平野用水二期江川ダム利水放流副バルブ設備工事（変更）

両筑二期三輪立石幹線水路依井工区改築その２工事

調整池取水工外電源引込工事

調整池揚水機場外電源引込工事

調整池周辺地下水位観測施設設置工事

調整池光ケーブル配線工事

調整池管理用制御処理設備工事

調整池連絡水路サージタンク工事

調整池下流部整備工事

調整池周辺植栽工事

豊川用水二期東部幹線併設水路二川・高師取付水路外工事

豊川用水二期牟呂幹線水路森岡外ゲート設備工事

香川用水調整池本体工建設工事（変更）

調整池右岸管理用道路工事

豊川用水二期東部幹線水路多米第一開水路外改築工事

豊川用水二期白須賀支線新所分線その３工区工事

石綿管除去対策田濃支線小島第２地区工事

豊川用水二期西部幹線併設水路遠方操作設備工事

豊川用水二期大清水支線植田工区その１工事

豊川用水二期大清水支線植田工区その２工事

豊川用水二期西部幹線併設水路有海制水弁設備外工事

豊川用水二期東部幹線水路二川サイホン改築工事

香川用水施設緊急
改築事業

豊川用水二期事業

両筑平野用水二期
事業



- 344 -

事業名 件名
債務負担額
（百万円）

工期

H20.1.8～
H20.5.11

H20.3.27～
H21.1.10

H20.3.27～
H21.3.11

H20.3.11～
H21.3.25

H20.3.8～
H20.10.31

H20.2.7～
H20.8.31

H20.3.5～
H20.8.31

H20.2.15～
H21.3.26

H20.3.19～
H20.8.30

H20.2.15～
H20.9.30

H20.2.22～
H20.6.20

H20.3.12～
H20.7.9

H20.3.22～
H20.8.31

H19.3.27～
H20.6.8

H19.9.5～
H20.5.31

H19.9.11～
H21.3.25

H20.3.19～
H21.3.23

H20.2.19～
H21.3.24

H20.3.25～
H20.11.19

H19.12.18～
H20.5.14

H20.3.7～
H20.11.30

H20.3.12～
H21.1.20

H20.3.22～
H21.1.30

H20.3.15～
H21.3.25

H19.10.11～
H21.2.1

H19.7.27～
H20.7.20

約３２

約３９３

約１２７

約７

約２８

約４２

約８５

約１１６

約８１

約８４

約２８

約１６

約３５

約３６

約３５

約４９

約３３

約５２

約７

約１３３

約９２

約７

約３３

約９８

約９２

約１３０

牧尾ダム管理用制御処理設備工事

東総用水農水監視制御設備整備工事

支線水路補強工事

高見機場切替ゲート設備開閉装置他整備工事

福岡導水揚水機場特別高圧受変電設備工事

新宮ダム大尾地区地すべり対策工事

新宮ダムツヅレハタ地区土留柵補修工事

無停電電源設備工事

返田機場特高受電用断路器整備外工事

早明浦ダム利水放流設備潜水整備工事（変更）

早明浦ダム利水バルブ整備工事

池田ダムゲート戸当り周辺補修工事

池田ダム放流整備整備（その３）工事

瀬田川洗堰発動発電機設備改修工事

津田江南水門設備塗装工事

大同川水門設備塗装工事

日吉ダム情報表示設備工事

墨俣テレメータ装置製造

高山ダム左岸法面対策工事

青蓮寺ダム洪水吐き設備外整備工事

一庫ダム情報表示設備工事

両筑二期三輪立石幹線水路野町工区改築その１工事

両筑二期三輪立石幹線水路野町工区改築その２工事

新利根機場ポンプ設備整備工事

霞ヶ浦水管理情報処理設備工事

両筑二期立石３号支線水路高田工区改築工事

早明浦ダム管理

池田ダム管理

新宮ダム管理

青蓮寺ダム管理

一庫ダム管理

琵琶湖開発総合管
理

日吉ダム管理

利根川河口堰管理

霞ヶ浦開発総合管
理

長良川河口堰管理

高山ダム管理

両筑平野用水二期
事業

正蓮寺川利水管理

福岡導水管理

愛知用水管理

旧吉野川河口堰管
理

北総東部用水管理

東総用水管理

三重用水管理
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中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度においても、中期計画に基づいて、中期目標期間中の事業を効率的

に実施するため、年度計画の債務負担限度額の範囲内で次期中期目標期間にわたっ

て契約を行う事項等の債務負担額を計上し、事業を効率的に実施してきているとこ

ろであり、中期計画に掲げる中期目標期間を超える債務負担については、本中期目

標期間中、着実に目標を達成できたものと考えている。
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（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項

③研究開発部門に係る経費に関する事項等

（中期目標）

－

（中期計画）

－

（年度計画）

機構全体の基幹的・専門的な技術・知見の更なる蓄積・高度化やこれに関連する

技術開発を図るための経費は、その性格から利水者等の負担としないこととする。

（年度計画における目標設定の考え方）

平成18年度より、機構全体の基幹的・専門的な技術・知見の更なる蓄積・高度化やこれに関連する

技術開発を図るための経費を利水者等の負担としないこととしたほか、利水者等に負担を求めている

一般管理費について、その負担のあり方の検討を開始することとした。

（平成１９年度における取組）

研究開発部門に係る経費に関する事項等■

１．研究開発部門等に係る経費について

機構全体の基幹的・専門的な技術・知見の更なる蓄積・高度化やこれに関連する技

術開発を図るために、総合技術推進室において実施した業務及び外部組織における職

員の長期研修に係る経費については、将来的に効果を発現するものであることから利

水者等の負担としないこととした。

２．本社及び支社局に係る経費について

利水者等に負担を求めている本社及び支社・局に係る経費について、経費の削減と

併せてその負担のあり方を検討し、関係者との調整を図った上で構築した新たな一般

管理費の配賦方法を平成２０年度から導入することとした。

中期目標等における目標の達成状況

研究開発部門等に係る経費及び本社及び支社・局に係る経費の利水者等の負担の

あり方について検討を行い、研究開発部門等に係る経費については利水者等の負担

としないこととした。また、本社及び支社・局に係る経費については、関係者との

調整を図った上で構築した新たな一般管理費の配賦方法を平成２０年度から導入す

ることとした。
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（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項

④契約制度に関する事項等

（中期目標）

－

（中期計画）

－

（年度計画）

予定価格が１億円以上の工事については、品質確保の観点から性能等と入札価格

を総合的に評価する「総合評価方式」を実施する割合を平成１８年度の目標である

発注件数の概ね５割から平成１９年度は同８割まで拡大する。

また、一般競争入札方式の対象を予定価格２億円以上の工事から１億円以上の工

事とし、適用範囲の拡大を図るとともに水門設備工事については、原則全ての工事

について一般競争入札方式へ移行する。

このほか、工事の品質確保の観点から、本社において発注する予定価格が２億円

以上の工事について、著しい低価格により品質確保がされないおそれがあるときは

重点調査を実施する。

（年度計画における目標設定の考え方）

平成19年度は、予定価格が１億円以上の工事については、品質確保の観点から「総合評価方式」を

実施する割合を概ね８割まで拡大する。

また、一般競争入札方式の対象を予定価格２億円以上の工事から１億円以上の工事とし、水門設備

工事については、原則全ての工事について一般競争入札方式へ移行する。

このほか、工事の品質確保の観点から、本社において発注する予定価格が２億円以上の工事につい

て、著しい低価格により品質確保がされないおそれがあるときは重点調査を実施する。

（平成１９年度における取組）

契約制度に関する事項等■

〈総合評価落札方式拡大の状況〉

総合評価落札方式を適用する工事を１億円以上に拡大し、平成１９年度は予定

。 、 、価格１億円以上の工事の８割を総合評価で実施した また 平成２０年２月には

適用額を６千万円以上に拡大した。

〈一般競争入札方式拡大の状況〉

平成１９年４月 水門設備工事について、原則全ての工事を一般競争へ移行し

た。

平成１９年７月 水門設備工事以外の機械設備工事及び電気工事について、原

則全ての工事を一般競争へ移行した。

平成１９年７月 その他の工事の一般競争入札方式の対象を予定価格２億円以

上の工事から１億円以上の工事とした。

この結果、一般競争入札方式の拡大状況は以下のとおりとなった。



- 349 -

平成１８年度 平成１９年度

※予定価格２５０万円以上工事件数 ６７２件 ６４７件

うち一般競争 １４件 １８８件

２億円以上 １３件 １４件

１～２億円 １件 ２２件

１億円未満 ０件 １５２件

〈低入札重点調査の実施状況〉

、 、平成１９年度内に締結した契約のうち 重点調査を実施した工事は２件であり

いずれも重点調査対象業者以外の者を落札者とした。

中期目標等における目標の達成状況

総合評価落札方式は、平成１９年７月に適用範囲を１億円に拡大し、１億円以上

の工事の概ね８割を本方式で実施することを目標としており、最終的に８割の達成

となった。また、平成２０年２月に適用範囲を６千万円に拡大し、拡大した範囲か

らは２件実施した。

一般競争入札方式の拡大については、上記の建設工事の状況の他、物品役務につ

いて平成１９年７月から原則全てを一般競争とし、建設コンサルタント業務につい

ても平成２０年２月に一般競争入札を導入するなど、透明性・競争性の向上を図っ

た。

低入札についても、重点調査制度の導入等により、品質確保対策を実施した。

以上のように、契約制度に関する事項等については、１９年度の目標を達成した

ものと考えられる。
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